
東京地下鉄株式会社に対する業務監査の実施結果 
項         目 主 な 取 組 み 状 況 等 所         見 所見に対する回答 

１．地震などの大規模災害時に

おける旅客の避難誘導・帰宅

困難者対応に関する事項 
 (１)地震などの大規模災害時

における対応体制 
 

 
 

 

・東京地下鉄株式会社（以下「東

京メトロ」という。）では、平

成１６年４月に、東海地震を

念頭において、地震による被

害を最小限にとどめ、もって

旅客及び社員の安全を確保す

るための諸対策を内容とする

「大規模地震対策規則」を制

定した。この規則の中で、東

海地震注意情報が発表された

とき社長は事故・災害等対策

本部を設置すること、東京地

方に震度５強以上の地震があ

ったとき社員は東京メトロ最

寄り駅に出勤すること、地震

及び防災に関する知識を修得

するため年間教育訓練計画に

基づいて防災週間等に旅客誘

導訓練・情報伝達訓練・非常

招集訓練等を実施すること等

の具体的な対策が定められ

た。 

 

 
 

 



・また、平成１９年４月には、

「地震発生時における取扱基

準」により、各区所（総合指

令所及び管区）における地震

災害に対する組織体制につい

て、各区所の長を総括指揮者、

助役等を責任者とし、責任者

の指揮のもと、情報連絡班・

避難誘導班・救護班・消火防

水班・非常持出班を編成する

ことを定めるとともに、総合

指令所長、駅務管区長、駅係

員、動力車操縦者、車掌の地

震発生後に実施する処置等を

具体的に定めたところであ

る。 

 

・さらに、同月には、大地震が

発生して全線で被害が発生し

た場合を想定し、営業部及び

運転部係員自らの判断と行動

で駅間停止列車の確認、車内

旅客の安全確保及び誘導につ

いて、その行動指針・手順を

明示することを目的として、

「同時多発災害発生時におけ

る駅間停止列車の旅客誘導要

領」を定めたところである。

 



・東京メトロにおいては、これ

らの規則等に基づき各駅員が

適切に対応できるよう異常時

における駅員のそれぞれの役

割分担を記した「職務カード」

の配布や全駅員が異常時対応

のための「震災時の個人行動

手引」を携行するとともに、

毎年、駅務管区等において、

避難誘導訓練等を実施し、地

震などの大規模災害時に備え

ていたところである。 

 

(２) 東北地方太平洋沖地震の

発生時における対応 

・平成２３年３月１１日１４時

４６分に東北地方太平洋沖地

震が発生したが、その際、東

京メトロにおいては、非常体

制を発令し、鉄道本部長を対

策本部長とする対策本部を本

社に設置し、被害状況を把握

し復旧活動を指揮するととも

に、利用者の安全確保等に務

めたところである。 

 

・具体的には、運行していた列

車１７５本については、全列

車停止し運転を見合わせ、う

ち駅間に停止した列車８６本

については、速度５km/h 以下

 

 

 

 

 



の注意運転により１５時３６

分までにすべて次駅まで移動

し、利用者を避難誘導したと

ころである。利用者の避難誘

導にあたっては、可能な限り

車両や駅コンコース等を待機

場所として開放するととも

に、自治体指定の広域避難場

所に案内した。 

 

・その後、１６時から全路線・

全区間の設備について歩行点

検を実施、歩行点検が終了し

た路線・区間より安全確認の

ための列車を運行するととも

に、他社線区の情報を収集、

２０時４０分以降、安全を確

認できた路線・区間から順次、

運転を再開した。その間、一

部の車両や駅のコンコース等

を利用者の待機場所として開

放していたところであった

が、終電時刻を過ぎてもなお

多くの利用者が駅に殺到して

いたことを踏まえ、翌１２日

１時２５分に早朝までの終夜

運転を発表した。なお、２０

時４０分に運転再開した銀座

線については、渋谷駅の到着



ホームに多数の利用者が滞留

する状況となったため、一時

運転を中止したが、その後運

転を再開した。 

 

・運転再開直前における駅構内

（東京メトロ敷地内）の滞留

者数は東京メトロの推計によ

ると、新宿駅４００人、上野

駅５００人、池袋駅３００人、

東京駅８００人、新橋駅２０

０人、北千住駅３００人程度

であった。 

 

・東京メトロにおいては、東北

地方太平洋沖地震の発生時に

上記対応により、利用者の安

全確保等を図ったところであ

るが、その後の社内における

検証の結果、できるだけ早く

駅間停止列車を駅に収容し利

用者へ情報を提供すること、

運転を再開するにあたっては

他の鉄道事業者と連携し混乱

を防ぐこと、帰宅困難者が発

生したときに備え一時的に待

機させるための対応を図るこ

と等の課題が明らかになった

ところである。 



 

（３）東北地方太平洋沖地震発

生時の対応を踏まえた改

善策 

 

・東京メトロにおいては、東北

地方太平洋沖地震発生時の対

応を踏まえ、社内に対策チー

ムを設置し、各課題を検証し、

以下のとおり対策を講じるこ

ととした。 

・地震発生直後の対応として、

設備点検のさらなる迅速化

を図るため、エリア地震計

を３３箇所から３６箇所に

３箇所増設し、平均的な間

隔で設置するとともに、設

備点検のマニュアルとして

「地震発生後に歩行点検す

る際注意すべき被害状況」

等を作成した。 

・利用者への積極的な情報提

供を図るため、通信環境の

整備を推進しており、列車

がトンネル内に停車した際

にも車内から外部と連絡を

とることや情報を入手する

ことができるようにするほ

か、改札口にディスプレイ

を設置し運行情報の提供等

を行うこととした。 

・早期運転再開のためには、

他の鉄道事業者との連携が

・東京メトロにおいては、東

北地方太平洋沖地震発生時

の対応を踏まえて、支援用

品の配備、「帰宅困難者受入

れ対応マニュアル」の作成

等様々な改善策を講じてお

り、高く評価されるところ

である。 

 

・平成２４年９月１０日、内

閣府及び東京都が共催し、

総務省、国土交通省、首都

圏の地方自治体や放送・通

信・輸送等関連事業者が参

加する「首都直下地震帰宅

困難者等対策協議会」にお

いて最終報告がとりまとめ

られたところである。この

最終報告においては、大規

模災害時における帰宅困難

者発生により生じる社会的

混乱を防止するため、 

・「大規模な集客施設及び駅

等における利用者保護ガ

イドライン」（大規模な集

客施設や駅等の事業者が

利用者保護を適切に行う

ための参考となる手順等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



重要であり、このため、鉄

道事業者間で密に連絡がと

れるよう、専用の連絡用通

信設備（ＪＲ電話）を整備

した。 

・帰宅困難者対策として、一

時的に駅構内で待機できる

ための環境を整えるため、

全駅で一時待機スペースを

検証し確保するとともに、

支援用品として、非常用飲

料水・アルミ製簡易ブラン

ケット・簡易マット・携帯

用トイレ約１０万人分、簡

易トイレ約３万人分、救急

用品１４９セット（全駅事

務室分）を配備した。 

 

・また、平成２４年９月に、駅

務管区ごとに全駅を対象とし

て、以下を内容とする「帰宅

困難者受入れ対応マニュア

ル」を作成し、駅係員等を対

象とした教育訓練を実施した

ところである。 

・大規模災害発生時において、

東京メトロ線全線及び東京

メトロ線と隣接する他社局

線が運行不能となり、長時

を示したもの） 

・「駅前滞留者対策ガイドラ

イン」（駅周辺の事業者や

学校等からなる駅前滞留

者対策協議会を設置しよ

うとする地方公共団体に

おいて、地域の行動ルー

ルに基づき混乱を防止す

る共助の取組を円滑に実

施する際の参考となる手

順等の具体的な内容を示

したもの） 

などが策定され、盛り込ま

れたところである。 

 

・今後は、この最終報告を踏

まえ、鉄道事業者自ら取り

組むことが可能な事項につ

いては、引き続き積極的・

計画的に取り組むことが必

要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「首都直下地震帰宅困難者等対

策協議会」の最終報告および各

ガイドラインを踏まえ、鉄道事

業者として帰宅困難者対策や

自ら取り組むことが可能な事

項については、積極的・計画的

に取り組んでまいります。 

 

 

 

 

 

 

 



間運行再開の目途が立た

ず、多数の帰宅困難者が発

生した場合においては、基

本的に全駅で受入れを行

う。 

・帰宅困難者の受入れを行う

場合は、高齢者・身体障害

者・乳幼児連れ等に可能な

限り配慮する。 

・駅の会議室等の居室がある

場合は業務に支障のない範

囲内で開放する。 

・帰宅困難者の立ち入り可能

範囲は、原則的に改札外コ

ンコースとし、改札内コン

コースへの立ち入りは禁止

する。ただし、旅客用トイ

レが使用可能な状態であ

り、かつ改札内だけに設置

されている場合や開放する

居室が改札内に設置されて

いる場合等においては、例

外的に改札内コンコースの

立ち入りを認めるものとす

る。この場合、軌道内への

立入りを防止するため、立

入りを禁止する箇所におい

ては、規制線を張る等の措

置を行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

・さらに、東京メトロにおいて

は、新宿駅・池袋駅・渋谷駅・

大手町駅等で自治体、警察、

消防署、周辺事業者等を構成

員とした協議会等に参加し

帰宅困難者対策を協議して

いるところである。 

 

 

・今後とも、他の駅において

協議会等が設置され、東京

メトロに対して参加するよ

う要請があった場合には、

積極的に参加するととも

に、利用者の安全確保など

鉄道事業者として取り組む

べき事項については、積極

的にその役割を果たすこと

が必要である。 

 

 

・帰宅困難者対策については、自

治体、警察、消防署、周辺事業

者等で構成する協議会等から鉄

道事業者参加の要請があった場

合には、今後とも積極的に参加

いたします。 

 

２．運賃等に関する事項 

（１）運賃・料金の誤表示・誤

収受等について 

 

・東京メトロにおいては、平成

２１年度から平成２３年度ま

での３年間で釣り銭誤装塡に

よる誤収受が２件発生してい

る。 

 

・東京メトロは、駅務機器取扱

い時や誤収受対応時のマニュ

アルの整備、釣り銭カセット

の可視化などの誤収受対策を

講じており、硬貨の識別機能

をもった券売機の導入も順次

進めている。 

 

 

・運賃収受の信頼性の確保は、

鉄道事業者の社会的信用を

維持するために最も重要な

課題であることから、今後

とも誤収受等の防止に向け

その対策に取り組む必要が

ある。 

 

 

・今後も公共交通機関としての社

会的信頼を維持すべく、過去の

事案を踏まえ、再発防止策の徹

底を図ってまいります。 

 

（２）福祉割引について ・東京メトロでは、身体障害者

及び知的障害者に対する運賃

・国土交通省では、福祉割引

について、精神障害者に対

・福祉割引に関する要望等につい

ては、制度のあり方を含め、検



の割引措置が導入されてい

る。 

 

する割引の導入や単独乗車

の場合の距離制限等の条件

の撤廃、障害者用のＩＣカ

ード（定期を除く）の導入

等の要望が障害者団体等か

ら寄せられていることか

ら、これらの要望を踏まえ、

関東運輸局を通じて東京メ

トロに対しても理解と協力

を求めているところであ

り、検討するよう期待する。

 

討してまいります。 

 

（３）前回業務監査時（平成１

８年）のフォローアップ 

  ①副都心線の開業に伴う

連絡運輸・乗継割引の実

施 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②新規の企画乗車券の検

討 

 

 

・東京メトロ副都心線の開業（平

成２０年６月１４日）に伴い、

開業時より１３社局と連絡運

輸を実施し、そのうち６社局

（小田急電鉄、京王電鉄、西

武鉄道、東京急行電鉄、東武

鉄道、東京都交通局）と乗継

割引を設定しており、適切に

実施されている。 

 

 

・東京メトロでは、首都圏各鉄

道会社の往復きっぷと東京メ

トロ１日券をセットにした

「東京メトロパス」を発売し

 

 

・乗継割引を設定しており、

適切に実施されていること

は評価できる。 

 

・さらに、平成２５年３月よ

り予定されている副都心線

と東急東横線の相互直通運

転開始時においても、利用

者利便の向上のために各種

施策の検討を期待する。 

 

・これら企画乗車券の設定に

対して積極的に取り組んで

いることは評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

・副都心線と東急東横線の相互直

通運転開始に合わせて、相互直

通運転を実施する５社間で新た

な企画乗車券を発売いたしまし

た。今後も引き続き各種施策を

検討してまいります。 

 

 

 

 

 



ており、平成２２年にも「西

武東京メトロパス」の発売を

開始するなど、順次拡大して

いる。また、空港利用者向け

など、前回監査以降も様々な

企画乗車券を発売している。

 

・引き続き、選好される鉄道

事業者を目指し、多様な利

用者ニーズに対応した柔軟

な運賃等が設定されること

が期待される。 

 

・今後も引き続き、既存の企画乗

車券のお客様への周知に積極

的に取り組むとともに、お客様

のニーズを踏まえた新たな企

画乗車券の発売を検討してま

いります。 

 

 

３．ＩＣカード障害発生時にお

ける対応に関する事項 

（１）情報連絡体制 

 

 

 

・東京メトロにおいては、駅務

機器の不具合等が発生した際

には、営業時間内外を問わず、

保守サービス会社に連絡し障

害復旧を行うとともに、総合

指令所を通じて株式会社パス

モの緊急連絡先に連絡する体

制を整備しており、「障害運用

における連絡方法」、「ＩＣカ

ードシステム連絡体制（パス

モ関係）」、「駅務機器の大規模

障害発生時の報告について」

により、各駅等関係部署に周

知しているところである。 

 

 

 

・高度かつ広範囲にネットワ

ーク化されたＰＡＳＭＯシ

ステムの障害は、首都圏の

鉄道輸送に大きな影響を与

える可能性があるため、そ

の障害を未然に防止するた

めの対策を講じることが必

要であり、また、仮に障害

が発生した場合においても

速やかに復旧することが重

要である。 

 

・さらに、平成２５年春に１

０の交通系ＩＣカードによ

る相互利用サービスの実施

が予定されており、障害の

発生が全国規模に及ぶ可能

性もあることから、今まで

以上に、その対策に取り組

 

 

・首都圏の公共交通機関として、

今後も駅務システムの検証強化

に努めるとともに障害発生時の

速やかな情報連携及び早期復旧

体制の周知徹底を行います。ま

た、各機器の定期点検による不

具合未然防止及び早期発見を行

い、安定したＩＣカードサービ

スを提供してまいります。 

 

（２）不具合の早期発見のため

の対策 

・東京メトロにおいては、保守

サービス会社に毎月工程表を

作成させ、各機器の点検を定

期的に実施するとともに、同

 



社の遠隔監視によるシステム

不具合の早期発見の体制を確

立しているところである。 

 

むことが必要である。 

 

 

（３）不具合発生時における応

急対応体制 

  ①駅係員によるスムーズ

な応急措置実施のため

の手順書について 

 

 

 

 

 

 

  ②駅係員の応急措置に関

するスキルアップ教育

について 

 

 

 

 

  ③保守サービス会社によ

る応急措置実施のため

の係員派遣体制につい

て 

 

 

・東京メトロにおいては、２４

時間体制で保守サービス会社

にサポート業務を委託すると

ともに、一定のトラブルにつ

いては、駅係員で対応できる

よう「駅務機器の概要とトラ

ブル対応」のマニュアルを作

成し、周知している。 

 

・駅係員への応急対応に関する

スキルアップ教育として、入

社時及び駅務機器の新規導入

時に全駅係員を対象として、

講義と実機操作による研修を

実施している。 

 

・応急措置実施のための体制に

ついては、保守サービス会社

との間で２４時間のサポート

体制を構築しており、不具合

発生時における迅速な係員派

遣体制が構築されている。 

 

 

 

 



４．ＩＣカードに係る情報管理

に関する事項 

（１）利用履歴等の個人情報の

保護に関する内部規定等

の整備について 

 

 

・東京メトロにおいては、平成

１９年３月からＩＣカードと

して「ＰＡＳＭＯ」を導入し

ている。 

 

・ＩＣカードを含めた個人情報

の保護に関する全般的な規程

については、「個人情報保護規

程」（平成１７年３月）を定め

ており、個人情報（氏名、生

年月日、性別及び電話番号（以

下「個人情報」という。））が

適切に管理されている。 

 

・平成２３年４月には、ＩＣカ

ード「ＰＡＳＭＯ」に係るも

のについて「ＩＣカード乗車

券業務運用マニュアル」を作

成し、個人情報について厳正

に取り扱われている。 

 

 

 

 

（２）個人情報を取り扱う社員

に対するセキュリティ対

策について 

・ＰＡＳＭＯを取り扱う上で、

遵守すべき情報セキュリティ

事項を「ＰＡＳＭＯシステム

情報セキュリティ対策基準」

として定め、平成２１年９月

に全駅事務所に備え付け、周

 

 

 



知徹底を図っている。 

 

（３）情報管理体制及び情報

漏えい防止のための対策

について 

・個人情報の管理体制について

は、「個人情報保護規程」を始

めとする各規程類に基づき適

切に定められている。 

 

・また、情報漏えい防止の対策

としては、個人情報操作記録

簿への記入・押印によるチェ

ック、パスワード入力による

管理等による措置を講じてお

り、その強化を図っている。

 

・また、他事業者の個人情報の

不祥事事案を全社員へ周知す

ることにより、情報漏えい防

止の抑止力となり、その対策

の一助となっている。 

 

・今後も引き続き、個人情報

の情報管理体制の維持強化

を実施されることが望まれ

る。 

 

 

・公共交通機関としての社会的信

頼を維持するため、今後も、個

人情報の取り扱い及び管理状

況について定期的に監査を実

施し、情報管理体制の維持強化

に努めてまいります。 

 

（４）情報漏えい発生時におけ

る対応体制について 

  ①スムーズな対応措置実

施のための内部規程等

の整備について 

 

 

 

 

 

・個人情報の情報漏えい発生時

における対応については、社

内関係部署との緊密な連携の

下、国土交通省を始めとする

行政機関等の関係者への連絡

体制が構築されており、迅速

な初動対応が適切に行われる

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  ②情報管理に関する研修

等の実施について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③保守サービス会社との

連携体制の構築につい

て 

 

 

こととなっている。 

 

・個人情報を取り扱う社員に対

しては、コンプライアンス及

び個人情報の取扱いに係る定

期研修を年間１回以上、年間

計画を立てて駅管区毎に行っ

ている。また、随時、個人情

報の取扱いに関する研修につ

いては、必要に応じ実施して

おり、適切な対応が執られて

いる。 

 

・個人情報の漏えいの発生によ

りシステムに不具合が発生し

た場合には、保守サービス会

社との間で２４時間の連絡体

制が構築されている。 

 

 

 

・今後も引き続き、情報管理

に関する研修等を定期的に

実施されることが望まれ

る。 

 

 

 

・今後も引き続き、年間計画によ

る他、必要に応じ随時教育を行

ってまいります。 

 

（５）情報漏えい事案の発生状

況について 

・東京メトロにおいては、過去

３ヶ年のうち、平成２３年２

月、ＩＣカード乗車券に係る

乗車履歴の個人情報漏えい事

案が１件発生している。 

 

・本事案を踏まえ、同年４月に

「ＩＣカード乗車券業務運用

マニュアル」を作成し、規程

類の整備の強化を図ったとこ

・個人情報の保護は重要な課

題であることから、社員の

教育を引き続き徹底するこ

とも含め、不正閲覧や個人

情報の漏洩の事案の再発防

止を徹底されたい。 

 

 

・過去の事案を踏まえた教育を引

き続き行うとともに、個人情報

の適切な取扱いと厳重な管理

の恒常的な点検・指導により、

再発防止策を徹底してまいり

ます。 

 



ろである。 

 

・これまで、個人情報に係る規

程の整備及びセキュリティ対

策に係る研修を始めとした対

策は行われていたものの、駅

現場等において、個人情報の

管理に関する適切な運用が十

分なされていなかったことが

主な原因であることと思われ

る。 

 

・今般の事案を踏まえ、全駅員

への教育の再徹底、駅務機器

においてＩＣカードが無い状

態での利用履歴の閲覧機能を

除却し、個人情報の管理の強

化の対策を図っている。 

 

５．その他のサービスに関する

事項 

（１）女性等に配慮した車両

（いわゆる「女性専用車

両」）について 

  ①導入状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

・東京メトロにおいては、他の

大手民鉄各社と同様に、平成

１７年から女性専用車両をラ

ッシュ時間帯の混雑状況等を

踏まえ、平日の始発から概ね

 

 

 

 

 

・引き続き、女性専用車両の

趣旨等及び利用実態等を踏

まえ、利用者の利便性の向

上に資する旅客サービスを

提供することが望まれる。

 

 

 

 

 

・今後も引き続き、利便性向上に

資する旅客サービスの提供に

努めてまいります。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ②利用者に対する周知・案

内方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③社員に対する教育等 

 

 

９時台までの時間帯に半蔵門

線他５路線に導入している。

 

・今後の導入計画は、みなとみ

らい線との乗り入れが開始す

る平成２５年３月より、副都

心線において区間を拡大する

予定である。 

 

・東京メトロにおいては、導入

路線の各駅の駅構内及びホー

ムにポスター掲出、導入車両

の車両内外、連結部等必要な

箇所にステッカーを掲出する

とともに、駅構内放送及び車

内放送により利用者に対し周

知及び案内を適切に行ってい

る。 

 

・利用者からの苦情等はあるも

のの、特段大きなトラブルは

ないものと聞いている。 

 

・入社時において、「営業部新入

社員育成マニュアル」に基づ

き研修を実施しており、女性

専用車両の趣旨等を踏まえた

教育等に取り組んでいる。 

 

 



（２）ハンドル形電動車いすに

係る対応状況 

・ハンドル形電動車いすを含め

た車いすの各駅の取扱件数は

年々増加しており、多い駅で

は１日当たり１００件程度の

取扱いがあると聞いている。

 

・車いす利用者のスムーズな対

応が可能となるよう、平成２

４年１０月に「車椅子ご案内

マニュアル」を制定し、１１

月からの試行期間を経て、平

成２５年２月から実施するこ

ととしている。 

 

・本マニュアルは各駅に備え付

けられており、社員が常時閲

覧できることとしており、適

切な対応体制が執られてい

る。 

 

・ハンドル形電動車いすによ

る乗車については、身体障

害者等の利用者の条件があ

ることから、今後、利用者

に配慮し、可能な限り拡大

に努めることが望まれる。

 

 

・ハンドル型電動車いすによる乗

車の条件については、制度のあ

り方を含め、検討してまいりま

す。 

 

（３）案内情報（利用者に対す

る案内）について 

 

・前回監査において指摘した「列

車内及び駅における案内情報

の整備についての検討」につ

いては、災害時等に総合指令

所より駅構内に一斉に運行情

報が提供可能な「駅構内一斉

放送」、改札口及びホームにお

ける自動旅客案内装置による

運行情報の表示を始め、車内

・適切な対応が執られている

ものと評価できる。 

 

・引き続き、利用者にとって

わかりやすい、より良い旅

客サービスの情報提供がな

されることが望まれる。 

 

・利用者への情報提供について

は、駅構内及び車内の情報発信

ツールに加え、携帯端末を利用

した運行情報メールの配信サ

ービス、ソーシャルメディアに

よる情報発信を実施しており、

わかりやすい情報提供に努め

ております。今後も引き続き、

より良い旅客サービスの提供



 

ディスプレイ、改札口及びコ

ンコースのデジタルディスプ

レイ等の整備がなされてい

る。 

 

に努めてまいります。 

 

・今後も引き続き、社員暴行対応

マニュアル掲載内容について

定期研修実施時に教育を行う

ことで、暴力行為の未然防止を

図るとともに、警察の協力を仰

ぎながら適切な対応を行いま

す。 

 

・東京メトロにおいては、同

マニュアルを踏まえ、引き

続き警察当局との連携を強

化しながら、暴力行為に対

して毅然とした対応をされ

たい。 

 

・前回監査（平成１８年１０月）

時に、駅務社員への暴力行為

への対応マニュアルの整備が

求められると指摘したとこ

ろ、東京メトロにおいては、

関係者間で協議のうえ、平成

２１年１２月に「社員暴行対

応マニュアル」を策定した。

同マニュアルにおいては、過

去の事案などを掲載するとと

もに、トラブルを未然に防ぐ

ための接遇等についても記載

し全駅務社員に注意喚起を図

っている。 

（４）駅員への暴力行為への対

応 

 

 


